
大通達甲（刑）第1 0号

令 和 ５ 年 ７ 月 1 3 日

簿 冊 名 例規（１年）

保存期間 １ 年

本 部 各 課 ・ 所 ・ 隊 長

警 察 学 校 長 殿

各 警 察 署 長

警 察 本 部 長

性犯罪指定捜査員運用要綱の改正について（通達）

性犯罪指定捜査員の運用については、「性犯罪指定捜査員運用要綱の改正について」（令

和４年４月14日付け大通達甲（刑）第４号）に基づき運用しているところであるが、刑法（明

治40年法律第45号）の一部改正に伴い、別添のとおり「性犯罪指定捜査員運用要綱」を改正

したので、適切かつ効果的な運用を図られたい。

なお、前記通達は、廃止する。

（捜査第一課性犯罪捜査係）



別添

性犯罪指定捜査員運用要綱

１ 目的

この要綱は、性犯罪指定捜査員の指定及び運用に関し必要な事項を定め、もって適切か

つ効果的な性犯罪捜査を推進するとともに、性犯罪被害者の捜査過程における二次的被害

の軽減等を図ることを目的とする。

２ 定義

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 性犯罪指定捜査員とは、対象事件における被害者の事情聴取等を行うため、警察本部

長（以下「本部長」という。）が指定した警察官をいう。

(2) 対象事件とは、不同意性交等、不同意わいせつ等の性的欲求に基づく身体犯その他こ

れに準ずるものとして所属長が性犯罪指定捜査員に対応させることが適当と認める事件

をいう。

３ 性犯罪指定捜査員の任務

(1) 性犯罪指定捜査員は、対象事件に関し、被害者との間において次の任務に従事するも

のとする。

ア 対象事件の発生現場における被害者の保護及び被害者への助言に関すること。

イ 対象事件の被害者の事情聴取及び供述調書の作成に関すること。

ウ 病院における被害者の付添い及び医師の治療（検査）の立会いに関すること。

エ 被害者の身体、被服等からの証拠物の採取及び押収に関すること。

オ 実況見分の実施及び実施時における被害者の付添いに関すること。

カ 被害者からの相談受理及び被害者等との連絡調整に関すること。

(2) 性犯罪指定捜査員が、後記６の規定により他の所属に派遣されたときは、派遣先所属

の長の指揮を受け、前記(1)の任務を行うものとする。

４ 性犯罪指定捜査員の指定等

(1) 刑事部捜査第一課長（以下「捜査第一課長」という。）は、捜査実務経験を２年以上

有する警察官、性犯罪捜査専科を修了した警察官及び刑事任用科課程を修了した警察官

のうちから性犯罪指定捜査員の候補者を選考し、性犯罪指定捜査員指定・解除上申書（第

１号様式）により、本部長に上申するものとする。

(2) 捜査第一課長は、前記(1)に規定する性犯罪指定捜査員の候補者の選考に当たっては、

当該警察官が所属する所属の長と事前に協議するものとする。

(3) 本部長は、前記(1)の規定による上申を受けた警察官について、性犯罪指定捜査員と

して適任と認めるときは、性犯罪指定捜査員に指定するものとする。この場合において、

捜査第一課長は、当該性犯罪指定捜査員を性犯罪指定捜査員名簿（第２号様式。以下「名

簿」という。）に登載するとともに、当該性犯罪指定捜査員が所属する所属の長に通知

するものとする。

(4) 人事異動により所属の変更があった性犯罪指定捜査員については、引き続きその指定

の効力を有するものとする。



５ 性犯罪指定捜査員の指定の解除

(1) 捜査第一課長は、性犯罪指定捜査員について、その指定を解除する必要が生じたとき

は、当該性犯罪指定捜査員が所属する所属の長と協議の上、性犯罪指定捜査員指定・解

除上申書により、本部長に指定の解除を上申するものとする。

(2) 本部長は、前記(1)の規定による上申を受けた性犯罪指定捜査員について、指定の解

除を行う必要があると認めるときは、その指定を解除するものとする。この場合におい

て、捜査第一課長は、名簿を整理するとともに、当該解除された警察官が所属する所属

の長に通知するものとする。

６ 派遣及び派遣期間

(1) 所属長は、性犯罪指定捜査員の派遣が必要と認めるときは、性犯罪指定捜査員派遣要

請書（第３号様式）により、捜査第一課長を通じて本部長に派遣を要請するものとする。

(2) 本部長は、前記(1)の規定による要請を受けた場合において、性犯罪指定捜査員の派

遣が必要であると認めるときは、性犯罪指定捜査員の派遣を決定するものとする。この

場合において、捜査第一課長は、性犯罪指定捜査員が所属する所属の長と協議の上、派

遣する性犯罪指定捜査員を人選し、派遣を指示するものとする。

(3) 性犯罪指定捜査員の派遣期間は、捜査第一課長、対象事件の捜査を担当する所属の長

及び性犯罪指定捜査員が所属する所属の長が協議して決定するものとする。

７ 留意事項

所属長は、性犯罪指定捜査員の運用に当たり、次の事項に留意すること。

(1) 対象事件が発生したときは、被害者の意向を十分に考慮の上、積極的に性犯罪指定捜

査員を運用すること。

(2) 被害者保護の観点から、原則として一人の被害者に対し専従の性犯罪指定捜査員を運

用すること。

(3) 被害者が少年の場合は、少年を担当する係との連携を密にすること。

８ 教養

(1) 捜査第一課長は、次により性犯罪指定捜査員の実務能力の向上に努めるものとする。

ア 性犯罪指定捜査員に対する講習等の教養を計画的に実施すること。

イ 教養資料、捜査マニュアル等の執務資料を発行すること。

(2) 性犯罪指定捜査員が所属する所属の長は、性犯罪指定捜査員の実務能力の向上を図る

ため、通常勤務を通じて性犯罪指定捜査員に対する教養を積極的に実施するものとする。

附 則

この要綱は、令和５年７月13日から施行する。



第１号様式

Ｎｏ 所属 係名 階級 氏名

第 号
年 月 日

　　　　性犯罪指定捜査員指定・解除上申書

指定・解除の理由

大 分 県 警 察 本 部 長 殿

刑 事 部 捜 査 第 一 課 長



Ｎｏ． 所属 係 階級 氏名 指定年 備考
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性犯罪指定捜査員名簿（　　　　年度）

第２号様式



第３号様式

（住所）

（職業）

（氏名）

（生年月日）

要請期間

派遣場所

連絡担当者

備考

　　次のとおり性犯罪指定捜査員の派遣を要請します。

事案名

（ 所 属 長 ）

大分県警察本部長 殿

事案概要

要請理由

第 号

年 月 日

　　　　性犯罪指定捜査員派遣要請書

被害者


